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▼
平
成
30
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

（
平
成
29
年
分
確
定
申
告
）
か
ら
、
医
療

費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
領
収
書

の
代
わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

の
作
成
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
広
報

ふ
じ
12
月
５
日
号
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

▼
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
つ
い

て
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
税
と
異
な
る
課

税
方
式
を
選
択
で
き
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税

申
告
期
限
は

　
　

3
月
15
日（
木
）

市
民
税
・
県
民
税
、所
得
税
の
申
告
は
お
早
目
に
！！

申
告
期
間
／

　
2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
木
）

　
9
〜
17
時
　
※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

申
告
会
場
／
消
防
防
災
庁
舎
7
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
議
室

　
期
限
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

原
則
と
し
て
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
会
場
、
出
張
受

付
会
場
で
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

※
給
与
以
外
の
収
入
に
係
る
市
民
税
・
県
民

税
を
自
分
で
納
付
す
る
人
は
、
そ
の
旨
を

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

 
市
民
税
・
県
民
税
の
出
張
受
付

受
付
時
間
／
9
〜
16
時

と
　
　
き

と
　
　
こ
　
　
ろ

（
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
）

2月
20
日（
火
）

神
　
　
戸

21
日（
水
）

吉
　
　
永

22
日（
木
）

浮
　
　
島

23
日（
金
）

大
　
　
淵

26
日（
月
）

須
　
　
津

27
日（
火
）

元
吉
原

28
日（
水
）

原
　
　
田

3月
1
日（
木
）

田
子
浦

2
日（
金
）

富
士
川

5
日（
月
）

松
　
　
野

6
日（
火
）

鷹
　
　
岡

7
日（
水
）

丘

8
日（
木
）

岩
　
　
松

9
日（
金
）

天
　
　
間

12
日（
月
）

富
士
南

13
日（
火
）

富
士
駅
南

14
日（
水
）

富
士
駅
北

※
2
月
22
日（
木
）浮
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

の
受
付
時
間
は
、
9
〜
12
時
で
す
。

最
近
の
主
な
改
正
点
な
ど

!

バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。

本
人
に
関
す
る
❽
❾
の
書
類
（
原
本
）
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

❽
番
号
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
の
住
民

票
の
写
し
・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
）

❾
身
元
確
認
書
類

　

（
1
点
で
確
認
で
き
る
も
の
／
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

障
害
者
手
帳
、
そ
の
他
顔
写
真
つ
き
身
分
証

明
書
。
2
点
で
確
認
で
き
る
も
の
／
健
康
保

険
証
、
年
金
手
帳
、
住
民
票
の
写
し
、
納
税

証
明
書
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

※
代
理
人
申
告
の
場
合
、
次
の
A
〜
C
が
必

要
で
す
。
A
申
告
者
本
人
の
番
号
確
認
書

類
、
B
代
理
人
の
身
元
確
認
書
類
、
C
本

人
が
作
成
し
た
委
任
状
や
戸
籍
全
部
事
項
証

明
書
な
ど
の
代
理
権
の
確
認
書
類

市民税・県民税について
   市民税課（市役所 3階）
   ☎55-2734   553-0974
所得税（確定申告）について
　富士税務署   ☎61-2460

 

持
ち
物

❶
印
鑑

❷
平
成
29
年
中
の
所
得
を
証
明
で
き
る
も
の

　
（
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
報
酬
な
ど

の
支
払
調
書
、
そ
の
他
帳
簿
類
）

❸
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
（
国
民
年
金
保
険

料
な
ど
）、
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
（
旧

長
期
損
害
保
険
料
を
含
む
）
控
除
証
明
書
、

寄
附
金
な
ど
の
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

❹
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な
ど
障
害
者

で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

❺
医
療
費
控
除
ま
た
は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
税
制
の
明
細
書
（
合
計
額
を
計
算
し
、

明
細
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
）

★
国
外
居
住
親
族
の
扶
養
控
除
等
を
受
け
る
場

合
、❻
❼
の
提
出
ま
た
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
（
外
国
語
記
載
の
も
の
は
日
本
語
訳
を
添
付
）

❻
親
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
（
戸
籍

全
部
事
項
証
明
書
、
出
生
証
明
書
な
ど
）

❼
扶
養
親
族
に
送
金
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も

の
（
送
金
依
頼
書
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利

用
明
細
書
な
ど
）

★
申
告
者
本
人
及
び
扶
養
親
族
等
の
マ
イ
ナ
ン

問い合わせ

平
成
29
年
分
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
！

（
※
）

 

郵 

送
に
よ
る
申
告
方
法

　

申
告
書
に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
電
話

番
号
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
、
上
記
の
❷

〜
❼
の
う
ち
必
要
な
書
類
の
写
し
と
、
❽
❾
の

写
し
を
同
封
の
上
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
押
印
を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
先
／
〒
4
1
7

－

8
6
0
1
　

　
富
士
市
役
所
　
市
民
税
課



 3 広報ふじ 2018 年 1月 20日号

所
得
税 

及
び

復
興
特
別
所
得
税 

　
　（
確
定
申
告
）

富
士
本
町
通
り

富
士
大
橋
通
り

N

富士税務署
富士駅北まち
づくりセンター
富士駅北まち
   づくりセンター

銀行

富士見中学校
・高等学校

ホテル 富士駅北まちづくりセンター

※駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用
ください。

※
申
告
期
間
中
、
富
士
税
務
署
で
は
申
告
書
な

　
ど
の
作
成
指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。

 

年
金
受
給
者
及
び
住
宅
ロ
ー
ン
で
マ
イ

 

ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
人
へ
の
申
告
指
導

と
　
き
／
2
月
13
日（
火
）〜
15
日（
木
）

　
9
〜
12
時
、
13
〜
16
時

と
こ
ろ
／
富
士
市
交
流
プ
ラ
ザ

※
申
告
指
導
期
間
中
、
富
士
税
務
署
で
は
申
告

書
な
ど
の
作
成
指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。

持
ち
物
／
下
段
の
❶
〜
❼
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受
け
る
人

は
、
家
屋
の
売
買
（
請
負
工
事
）
契
約
書
の

写
し
、
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
、
住
宅
取

得
資
金
に
係
る
年
末
残
高
証
明
書
な
ど
も
必

要
で
す
。

※
控
除
を
受
け
る
た
め
の
要
件
や
必
要
な
書
類

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
ま
た
は
左
記
の
電
話
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
4
0
0
万
円
以
下

で
、
公
的
年
金
な
ど
以
外
の
所
得
金
額
が
20

　
万
円
以
下
の
場
合
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　　

開
設
期
間
中
の
火
・
木
曜
日
9
〜
16
時
に

は
、「
自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
ら
な

い
」「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た

い
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
相
談

窓
口
を
申
告
会
場
に
設
け
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
相
談
窓
口

問
い
合
わ
せ
／
市
民
課  

☎（
55
）2
9
7
7

申
告
に
必
要
な
持
ち
物

❶
源
泉
徴
収
票
な
ど
所
得
金
額
の
計
算
に

　
必
要
な
書
類

❷
各
種
控
除
の
証
明
書
・
領
収
書

❸
印
鑑

❹
筆
記
用
具
、
電
卓

❺
預
貯
金
口
座
番
号
（
本
人
名
義
）
の
わ

　
か
る
も
の

❻
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

　
　
ド
及
び
運
転
免
許
証
な
ど

❼
平
成
28
年
分
申
告
書
（
控
）
な
ど

カ

ー

 

確
定
申
告
会
場
の
ご
案
内

開
設
期
間
／

　
2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
木
）

　
9
〜
17
時
（
受
付
は
16
時
ま
で
）

　 

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

申
告
会
場
／
富
士
市
交
流
プ
ラ
ザ
　

 

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
申
告
を

　

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
案
内
に
従
っ
て
入
力
す

る
こ
と
で
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
申
告
書
は
、「e イ

ー
タ
ッ
ク
ス

-T
ax

」ま
た
は
印
刷
し
て
郵

送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
で
、
確
定
申
告
会
場

に
行
か
ず
に
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
／

　
Bhttp://w

w
w
.nta.go.jp

送
付
先
／
〒
4
1
6

－

8
6
5
0

　
富
士
市
本
市
場
2
9
7

－

1
　
富
士
税
務
署

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　

申
告
者
本
人
や
扶
養
親
族
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
と
、
申
告
者
の
本
人
確
認
書
類
（
番

号
確
認
書
類
及
び
身
元
確
認
書
類
）
の
提
示
ま

た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

 

納
税
は
便
利
な
振
替
納
税
で
！

口
座
振
替
日
／
4
月
20
日（
金
）

　
振
替
納
税
は
、「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼

納
付
書
送
付
依
頼
書
」
を
提
出
す
る
だ
け
で
、

指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
税
が
行

わ
れ
る
、
便
利
で
確
実
な
納
税
方
法
で
す
。

 

住
民
税
に
関
す
る
事
項
の
記
載

　
確
定
申
告
書
第
二
表
に
は
、
所
得
税
と
市
民

税
・
県
民
税
で
取
り
扱
い
の
異
な
る
事
項
に
つ

い
て
、「
住
民
税
に
関
す
る
事
項
」
の
欄
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
相
談

　

富
士
税
務
署（
☎（
61
）2
4
6
0
）の
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て「
0
」を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

開
設
日
時
／
3
月
15
日（
木
）ま
で
　
8
時
30
分

　
〜
17
時
　
※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

 

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

と
　
き
／
2
月
7
日（
水
）〜
14
日（
水
）

　
9
時
30
分
〜
12
時
、
13
〜
16
時

　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
は
除
く
。

と
こ
ろ
／
鷹
岡
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
1
階
ホ
ー
ル

対
　
象
／
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
平
成
28
年
分
の
所
得
金
額
（
専
従
者
控
除

　

前
ま
た
は
青
色
特
典
控
除
前
）
が
3
0
0

　

万
円
以
下
の
人

②
消
費
税
課
税
事
業
者
の
う
ち
、
平
成
27
年
分

の
課
税
売
上
高
が
3
0
0
0
万
円
以
下
の
人

③
給
与
所
得
者
及
び
年
金
受
給
者 

持
ち
物
／
左
記
の
❶
〜
❼
の
ほ
か
、
税
務
署
か

　

ら
送
付
さ
れ
た「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」の

　

は
が
き
ま
た
は
申
告
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
❻
は
写
し
が
必
要
で
す

※
譲
渡
（
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
）・
山
林

所
得
や
贈
与
税
な
ど
の
申
告
相
談
は
、
富
士

市
交
流
プ
ラ
ザ
確
定
申
告
会
場
へ
。

※
今
回
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
か
ら
、
富
士
商
工
会
議
所
の
無
料
税

務
相
談
は
な
く
な
り
ま
し
た
。


